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お話しする内容（30分）

•いま外国人患者受入れ体制整備を始める・続ける意義

•外国人患者受入れ体制整備の3STEPs

•多言語体制整備

•体制整備の組織体制
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いま外国人患者受入れ体制整備を

始める・続ける意義
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訪日外国人数の推移

日本政府観光局統計「年別訪日外客数, 出国日本人数の推移」より作成

コロナ禍で落ち込んだが
2030年に6,000万人の
政府目標は堅持

訪日外国人数の動向
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気になるニュース①
日本の旅行市場の回復、世界的調査会社が予測、2023年にはパン
デミック前の水準に、オンライン予約は2019年超えと分析

（2021年06月21日、トラベルボイス）

出典：トラベルボイス（ https://www.travelvoice.jp/20210621-149007）※グラフはフォーカスライト社作成

2023年〜2024年には
急回復との予想も

日本市場におけるオンライン旅行予約高の推移（米ドル） 2018～2024年

https://www.travelvoice.jp/20210621-149007
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コロナ禍で微減したが、
大きくは減らしていない

在留外国人数の動向

出典：法務省入国管理局統計資料（令和２年末現在における在留外国人数）
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気になるニュース②

外国人のワクチン接種率低い背景に“日本語わからない”栃木
（2021年9月30日、NHK）

新型コロナウイルスワクチンの外国人の接種率について、NHKが栃木県内で調べた結果、す
べての市と町で自治体全体の接種率より低くなっていることがわかりました。
日本語がわからず、接種の予約ができないケースなどが考えられるということです。
NHKは、外国人のワクチンの接種状況を調べるため、栃木県内の25の市と町に聞き取り調査
を行いました。
（中略）

▽外国人の接種対象者が最も多い宇都宮市では、全体で42.4％だったのに対し、外国人は
23.5％でした。
▽次いで多い小山市は、全体の40.1％に対し、外国人は14.7％
▽3番目に多い足利市は、全体の44.4％に対し、外国人は11.4％となっています。
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医療機関を取巻く変化

国内の外国人は中長期で増加し続ける

外国人患者は当たり前に来院する患者の１種類に

訪日外国人が少ない今こそ準備の好機
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外国人患者受入れ体制整備の3STEPs
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外国人患者受入れ体制整備の目的
外国人患者を日本人患者と同じレベルで、

安全かつ円滑に受け入れるための体制を整えることが目的

通常の対応

この差ができないよう
に体制整備をする

整備しないと起こること

・医療安全上の問題発生
・手間や業務負荷の増大

通常求められる
安全や円滑さの
レベル

特別な（日本人より手厚い）
対応をする×

イメージされがちな業務 実際

言語や文化・習慣などさまざまな点で日本人患者と
異なるため「安全性や円滑さの低下」が起こりがち

「普段より手厚い対応をプラスする」のではなく
「マイナスになりがちなものをゼロ（通常と同じ）に保つ」意味合いが強い
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外国人患者受入れ体制整備の３STEPs

現状把握

●来院状況
・来院数
・訪日・在住・医療目的の分類
・診療科・疾患
・時間内外

●未収金の発生状況
・金額
・発生の多い診療科や時間帯

●受入れ現場での課題
・課題を抱えている部署・スタッフ
・課題内容
・他部署への改善・支援要望

受入れ方針の策定

●受入れルール
-受入れ可否の判断方法
-受入れ不可の患者の対応方法（紹介先）
-患者属性別の対応フロー（誰が何を担当
するか）

●支払い
-非在住者の診療価格設定
-支払い手法

●リスク管理
-医療安全・感染症
-未収金
-法的課題

●組織体制
-全院的な調整をする場（委員会・プロ
ジェクトチーム等）
-担当者・コーディネーター（問題発生
時の情報集約先）

外国人患者受入れ
（ケース対応）

●患者や家族とのコミュニケーション

●院内の部署・職種間の調整

●日本人患者でも発生する外部連携

●外国人患者特有に発生する外部連携

ケース対応を踏まえて、現状（課題）把握・方針の見直しを行う

担当者（部署）
が中心となって行う

組織全体で行う

ST
EP
１

ST
EP
２

ST
EP
3
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ステップ①現状把握

●来院状況
・受診数・入院数
・国籍・使用言語
・訪日・在住・医療目的の分類
・診療科・疾患
・時間内外

●未収金の発生状況
・金額
・発生の多い診療科や時間帯

●受入れ現場での課題
・課題を抱えている部署・スタッフ
・課題内容
・他部署への改善・支援要望

典型的な受診パターンの抽出
例）在留・産科の妊婦健診及び産科病棟
訪日・時間外の救急外来・軽傷中心

頻度の高いトラブルや課題の抽出
例）時間外の救急外来で未収金が多い

助産師の妊婦指導に時間がかかる
時間外で通訳ツールが使えず医師が全て対応せざるを得ない
英語が話せる医事課スタッフが頻回呼び出される

定量的に把握できればベストだが、できない場合も多い。最初はヒア
リングベースの定性的な情報から始め、定量情報を取れるような仕組
みの設計を（例：外国語の診療申込書の工夫、電カルへの入力）。

また「外国人とは国籍？在留資格？使用言語？」「言語は母国語？使
用言語？」など定義も各機関で必要。

アンケートや受入れ対応の多い部署へのヒアリング（困ったことはないですか？）
が有効。ヒアリングには医療安全の担当者と一緒にやると効果的。
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３種類の外国人の特徴

1. 住んでいる（在住患者）
日本に中長期（3ヶ月以上）に住んでいる

2. 短期的に訪れている（訪日患者）
旅行やビジネスなどで短期的に日本を訪れている

3. 医療を受けたくて来日している（渡航受診者）
医療（治療や検診）を受けることを目的として来日

保険診療 日本語△〜○？

自由診療 日本語× 救急が多い

自由診療 日本語× 高額が多い

日本人と大きく異なる

比較的日本人に近いが
言語能力など多様さあり
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ステップ②受入れ方針策定
●受入れの基本ルール（受入れ可否の判断方法、受入れ不可の患者の対応方法）
自院の地域における役割や救急受入れポリシー・地域における他院の状況を勘案する必要がある。

自院でどこまで受け入れられるか（そのために必要な体制は？）に加えて、受入れ不可ケースでどうする
かも検討すべき重要ポイント。

●支払い
非在住者の料金設定が大きなポイント。訪日外国人の来院数などの現状踏まえて議論が必要。
診療報酬1点10円以外で設定する医療機関が全体の1/3になっている（令和２年度「医療機関における外国
人患者の受入に係る実態調査」）。
15円以上設定は全体では2.7%と低いが、年間外来外国人患者数501名以上の機関では15円以上が58%をし
めた（「平成30年度医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」より）。

●リスク管理
医療安全（感染症を含む）・未収金・法的課題が３大トピック。
多言語対応がすべてに関わってくるため、リスク管理の観点で多言語体制整備を考える必要がある。
本人確認についてもいずれにも関わり、現場のオペレーションに関わるため重要な検討事項。

●組織体制
担当者に一任して終わりでは、体制整備が進まないことに要注意。
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応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について
（令和元年12月25日）

• 「外国人患者についても、診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するの
が原則である」

• 「文化や言語の違い等により、結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情が認
められる場合にはこの限りではない」

受入れ困難な場合どうするかを考える上では、地域での連携が非常に需要。
厚労省が公開している拠点的な医療機関のリストやJMIP取得機関などの情報を参考に。

受入れ方針策定に関する重要通知①
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受入れ方針策定に関する重要通知②

社会医療法人等における訪日外国人診療に際しての経費の請求について (通知)
（平成31年3月28日）

• 一般の医療法人において「自由診療となる外国人旅行者への診療について、必要な経費を請求
できる」ことを明確にしています。

• 税制上の優遇措置を受けられる社会医療法人や特定医療法人、認定医療法人などでは、自由診
療においても「1点10円」で請求することが求められますが、訪日外国人の診療にのみ生じる特
有の経費や通訳料・翻訳料等については、費用徴収が可能なことが明示されています。

• 保険診療であっても、通訳料や翻訳料については「療養に直接関係ないサービス等」として、
費用徴収できることが確認されています。
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保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法及びその留意点について
（令和２年１月 10 日）

• 本人確認の必要性として、（１）医療保険制度の健全運営を維持する観点、（２）保険医療機
関等を受診する患者の医療安全の観点、（３）犯罪被害を防ぐ観点 が挙げられています。

• 本人確認の方法として、将来的なマイナンバーカードの提示が普及するまでの対応として、本人
確認書類の提示を求めることができるとされています。

• 「保険医療機関等の判断で本人確認を実施する場合には、国籍による差別とならないよう、国籍
に応じて本人確認の実施の有無を判断しないこと」「提示された被保険者証が本人のものでない
と判断される場合には、当該被保険者証を用いた保険診療は認められないが、すべての患者が顔
写真付きの本人確認書類を所持しているわけではないことに鑑み、本人確認書類が提示されな
かったことのみをもって保険診療を否定しないこと」などが留意点として挙げられています。

受入れ方針策定に関する重要通知③
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多言語体制整備
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多言語体制は医療安全の課題

厚生労働省「外国人患者受け入れのための医療機関向けマニュアル」の記述

外国人患者の方の中には、日本語でコミュニケーションを取ることが困難、もしくは十分取ることが困
難な方が少なくありません。そのため、外国人患者の受入れを円滑に行うためには、一定の通訳体制
の整備が不可欠です。日本の医療機関の中には、家族通訳・友人通訳等あるいは職員の中の外国語が

できるスタッフで対応可能のため、あえて通訳体制を整備する必要がないと考えているところがあるか
もしれません。しかし、以下の表８（別スライド参照）に示したとおり、家族・友人・職員通訳には、
様々な問題点があります。
実際、日本では外国人患者の受入れ数自体がまだそれほど多くないためほとんど報告されていません

が、海外では、通訳を介さなかったこと、もしくは家族や友人による通訳が原因の医療過誤事件や医療
過誤訴訟が発生しています。また、医療過誤事件にまで発展しなくとも、適切な通訳体制なしに診療や
ケアを提供することは医療従事者のストレスや不安の増加にもつながり、医療費に関するトラブル等
の発生原因になり得ます。

このように、通訳体制の整備は、単に利便性やサービスの問題ではなく、日本語でのコミュニケーショ
ンが困難もしくは不十分な患者の受入れを行う以上、医療機関として医療安全対策の一環として検討が
不可欠な問題です。是非、医療安全対策の一環として、自院における適切な通訳体制の在り方につい
て導入を前提として考えることが推奨されます。

※赤字や下線は本資料作成者（友久）による

出典：厚生労働省「外国人患者受け入れのための医療機関向けマニュアル」
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言語サポートの種類

やさしい
日本語

人間の通訳 機械翻訳

医療に

専門性の
ない通訳

医療通訳

知人友人
同僚職員
など

対面 遠隔

種類が多く混乱しがちなので頭の整理が必要
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日本語能力の評価と言語サポートの選択
（主に在留患者にて重要になる）

通訳やさしい日本語
やさしい日本語と
通訳の組み合わせ

一般×
医療×

一般○
医療○

一般○
医療×

日本語能力

言語サポート

①患者さんの日本語能力がどのあたりなのかを評価する

②上の評価に基づいてどんな言語サポートを行うかを判断する

例）

受付等ではやさしい日本語を使い、
診察室では医療通訳を利用する

本人の申告/
医療者の判断

院内ルールが
必要
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やさしい日本語とは
日本語を外国語として学ぶ人にとって理解しやすい日本語

https://easy-japanese.info/ http://yasacommu.or.jp/
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医療機関の通訳としては推奨されていない通訳

種類 リスク

家族通訳

・医学的概念や専門用語、通訳技術、倫理的規範等に関する知識が欠けていること
から、不正確あるいは質の低い通訳が行われる可能性がある。

・特に家族が通訳をしている場合には、医療者の伝えたい内容や患者本⼈の伝えた
い内容について変更や歪曲、抑制等が起りやすい。（例：⺟親に対するがん告知を
⼦供が通訳する場合。）

・同僚通訳の場合には、会社の都合によって、通訳内容の変更、歪曲、抑制等が起
こる可能性がある。（例︓労災事故隠しの場合）

・家族や友⼈、同僚に「責任」を負わせることになる。

・患者の秘密保持の侵害にあたる可能性がある。

友人通訳

同僚通訳

バイリンガル
職員通訳

・医学的概念や専門⽤語が分かったとしても、通訳技術・倫理規範等に関する知識
が⽋けているため、適切な通訳が⾏われない可能性がある。

・本来の業務や仕事に支障が生ずる恐れがある。

出典：厚生労働省「医療機関向け外国人患者受入れマニュアル」
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通訳手法の種類と特徴

出典：厚生労働省「医療機関向け外国人患者受入れマニュアル」

対面通訳
（雇用）

対面通訳
（派遣）

映像通訳 電話通訳 翻訳機
通訳
ツール

即時性（いつでも利用可能か） △
時間制約有

△
時間制約有

○ ○ ◎ ◎

場所（どこでも利用可能か）
△

通訳者の確保
必要

△
通訳者の確保
必要

○ ○ ◎ ◎

多言語対応力 × △ ○ ○ ◎ ◎

IC等、高度で複雑な場面
での対応力

◎
但し、通訳者の
能力により差あ

り

◎
但し、通訳者の
能力により差あ

り

○ ○ × ×

患者や医療従事者の安心感 ◎ ◎ ○ △ △〜× △〜×

正確な通訳が行われなかった時の
発見の可能性・正す力

◎ ◎ ○ ○ × ×

コスト 高 低

複数の医療機関での
共同利用の可能性

△ ○ ◎ ◎ × ×

医療通訳 それ以外

医療通訳以外の通訳手法を
利用する場面は一般的・
定型的な（リスクが低い）
場面に限定する必要性あり
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医療機関の会話の多様性と通訳手法

正しくコミュニケーションができないと医療安全レベルが下がる。
適切な方法を選ばないと必要以上の時間がかかる。

会話のリスクや利用頻度に合わせた言語サポートの使い分けが必要

医療の専門性

高

低

高

個別性

低

医療の専門性も個別性も高い内容

・診察室での患者の質問
・IC、侵襲性の高い検査の説明
・副作用リスクの高い薬の服薬指導

医療の専門性も個別性も低い内容
（一般的かつ定型的）

医療の専門性は低いが個別的な内容

・総合案内や受付、道案内
・病棟での日々の確認
・一般的な検査の指示

・会計トラブル
・クレーム対応

・問診
・よくある疾患に関する医師の説明

医療の専門性は高いが定型的な内容

リスク高
頻度低

リスク低
頻度高

医療通訳の有効性
が高い領域

機械翻訳の有効性
が高い領域
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体制整備の組織体制
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外国人患者受入れ体制整備の３STEPs

現状把握

●来院状況
・来院数
・訪日・在住・医療目的の分類
・診療科・疾患
・時間内外

●未収金の発生状況
・金額
・発生の多い診療科や時間帯

●受入れ現場での課題
・課題を抱えている部署・スタッフ
・課題内容
・他部署への改善・支援要望

受入れ方針の策定

●受入れルール
-受入れ可否の判断方法
-受入れ不可の患者の対応方法（紹介先）
-患者属性別の対応フロー（誰が何を担当
するか）

●支払い
-非在住者の診療価格設定
-支払い手法

●リスク管理
-医療安全・感染症
-未収金
-法的課題

●組織体制
-全院的な調整をする場（委員会・プロ
ジェクトチーム等）
-担当者・コーディネーター（問題発生
時の情報集約先）

外国人患者受入れ
（ケース対応）

●患者や家族とのコミュニケーション

●院内の部署・職種間の調整

●日本人患者でも発生する外部連携

●外国人患者特有に発生する外部連携

ケース対応を踏まえて、現状（課題）把握・方針の見直しを行う

担当者（部署）
が中心となって行う

組織全体で行う

ST
EP
１

ST
EP
２

ST
EP
3
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関係者 STEP1 STEP2 STEP3

委員会・PJ・WG
経営幹部等を長とした部門
横断的な会議体

担当者（コーディ
ネーター等）：
体制整備の推進役2-3名

全職員

3STEPsと組織体制

委員会・
PJ・WG等の
発足

体制整備方針

（組織体制含
む）の策定 院内ルール

オペレーショ
ンの整備 院内ルール

オペレーショ
ンの周知、全
職員への教育

院内ルール

オペレーショ
ンの運用
改善

①委員会：外国人患者の受入れは院内のあらゆる部門に関連するため、議論・検討する場として、部門横断的な委員会

やプロジェクトチームを立ち上げが多くの医療機関で行われています。「国際部」など担当部署を置く場合は、委員会
等は設置せず、随時、国際部の担当者が各種委員会に出席する形をとることもあります。
②担当者・担当部署：委員会等で議論した方針（部署の有無、担当者の兼任/専任・人数など）に従って、体制整備の
中心となり外国人患者に関する院内外の様々な調整を行う担当者を選定します。
③全職員：体制整備の目的やルール・担当者の役割などを明確に伝えます。外国人患者に実際に対応する現場のスタッ
フに新しいルールやオペレーションを周知することも重要です。

3STEPで体制整備を進める際の組織体制について、一般的な流れを図示しました。
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よくある組織体制
（兼務・通訳者なしのプロジェクトチームの場合）

長

実務責任者

メンバー メンバー メンバー

医事課・看護職・MSWなどが入っていることが多い
（語学堪能者が入るケースも多い）

医師が多い

事務職・役職者レベルの人が多い

このうち数名が
コーディネーター
として、院内から
の相談受付窓口と
なることが多い
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コーディネーターの配置の現状

出典：厚生労働省 「令和2年度 医療機関における外国人患者の受入にかかる実態調査」

コーディネーターが配置されているのは、全国の病院のうち2.6%

拠点的な医療機関での配置は14.6%

コーディネーターが配置されている病院でも61.9%は兼任のみで運用
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• 医療機関で業務経験が一定以上ある方

• 語学力や経験はあると良いが、無くても問題なし

• 多い職種は事務職・看護職・MSWなど（その他でもOK）

研修で想定される典型的な受講者像

医療従事者一般の
知識・スキル

コーディネーター
特有の
知識スキル

職種ごとの専門的な
知識・スキル

医療事務の専門知識・スキル
看護職の専門知識・スキル
MSWの専門知識・スキル
等

医療安全・感染制御・患者の権利・医療倫
理・個人情報保護・関連法規とその遵守等
全職種が学ぶべき内容

日本の医療の仕組みに関する基礎知識（保
険医療制度の基礎・医療機関の組織図・各
職種の役割など）

研修で学ぶこと

外国人患者受入れ医療コーディネート（院内外の調整）
をする上で必要な知識・スキル

研修では前提知識として扱います。医療従事者と
しての業務経験がない方は別途学習機会を設ける
ようにしてください。
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外国人患者受入れ医療コーディネート機能を
持つための人員配置モデル

業務分散型
（役割分担）

業務集約型
（専任）

外国人患者受入れ医療コーディネート機能をどのような人員配置で機能させていくかについては、
「受入れ外国人患者数（地域内での役割）」と「コーディネート機能で重視するもの（業務分散 or 業務集
約）」の２つの観点から3つのモデルに分類できます。

外国人患者数が比較的多い（拠点）

外国人患者数が比較的少ない（地域連携）

例）

医療通訳ツールの利用方法な
どもコーディネーター（担当
者）のみが把握し、外国人患
者には原則コーディネーター
が付き添う（現場スタッフは
ほぼ日本人患者と同様の対応
をするのみ）

例）

コーディネーターが体制整備
の一環として、医療通訳ツー
ルの利用方法や対応フローを
院内に浸透させることで、患
者対応は原則、現場スタッフ
がそれぞれ行う

専任コーディネーター設置モデル

兼任コーディネーター設置モデル

役割分担モデル
（コーディネーター設置なし）
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参考資料・追加の情報収集リソース
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外国人患者受入れのための医療機関向けマニュアル

出典：厚生労働省「外国人患者受入れのための医療機関向けマニュアル」
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外国人患者受入れのための医療機関向けマニュアル

出典：厚生労働省「外国人患者受入れのための医療機関向けマニュアル」
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視聴可能な過去のセミナー

40
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他院・地域の好事例
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多言語資料・通訳サービス

https://internationalpatients.jp/
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ご静聴ありがとうございました。


